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(57)【要約】
【課題】一般ユーザが、家庭内で肌、毛髪、血圧などの
身体の一部を測定し、この測定情報から容易かつ短時間
に診断結果を入手することができる、通信ネットワーク
を用いた、ヘルスケア機器による測定、診断システムを
提供する。
【解決手段】測定具３を備えたヘルスケア機器２と、こ
のヘルスケア機器２に接続された通信装置２ａと、この
通信装置２ａに通信ネットワークＬを介して接続された
ヘルスケアサーバ通信装置１とを備え、ヘルスケアサー
バ１は、測定具３によって測定され、送信されて来た診
断観察情報１１ａを解析して、所望の診断結果情報１２
を作成する機能を備えており、ヘルスケア機器２が、診
断観察情報１１ａに所定の識別情報を付加した診断用基
礎情報１１をヘルスケアサーバ１に送信する一方、ヘル
スケアサーバ１は、受信した診断観察情報１１ａを解析
して、診断結果情報１２を、ヘルスケア機器２に配信し
て表示させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】測定具を備えたヘルスケア機器と、このヘ
ルスケア機器に接続された通信装置と、この通信装置に
通信ネットワークを介して接続されたヘルスケアサーバ
通信装置とを備え、
上記ヘルスケアサーバ通信装置は、測定、診断の可能な
項目を掲載した選択ページを保存し、かつ、上記ヘルス
ケア機器の測定具によって測定され、送信されて来た診
断観察情報を解析して、所望の診断結果情報を作成する
機能を備えており、
上記ヘルスケア機器は、上記測定具によってサンプリン
グされた診断観察情報に、所定の識別情報を付加した診
断用基礎情報を上記ヘルスケアサーバ通信装置に送信す
る一方、
上記ヘルスケアサーバ通信装置は、受信した診断用基礎
情報に含まれた観察情報を解析して、所望の診断結果情
報を、上記通信ネットワークを介して、上記ヘルスケア
機器に配信して表示させることを特徴とする通信ネット
ワークを用いた、ヘルスケア機器による測定、診断シス
テム。
【請求項２】請求項１において、
上記ヘルスケア機器は、上記通信装置を一体的に組み込
んだ構成にしている通信ネットワークを用いた、ヘルス
ケア機器による身体の測定、診断システム。
【請求項３】請求項１または２において、
上記ヘルスケア機器には、環境測定具が接続されてお
り、この環境測定具によって、空気、温度、湿度、気
流、照度などの生活環境データを更にサンプリングし
て、この生活環境データを上記診断用基礎情報に含ませ
る構成としている、通信ネットワークを用いた、ヘルス
ケア機器による測定、診断システム。
【請求項４】請求項３において、
上記ヘルスケアサーバ通信装置が、上記ヘルスケア機器
が上記測定、診断選択ページから生活環境データが含ま
れるべき測定、診断項目を選択したときには、上記通信
装置に対して、上記環境測定具を操作して、空気、温
度、湿度、気流、照度などの生活環境データをサンプリ
ングするための操作ガイド情報を上記通信装置に配信す
る構成としている、通信ネットワークを用いた、ヘルス
ケア機器による測定、診断システム。
【請求項５】請求項１～３のいずれかにおいて、
上記ヘルスケア機器には、摂取物の物性データを測定す
る環境測定具が接続されており、この物性用の環境測定
具によって、摂取した食品のカロリー、塩分、水分含有
率などの物性データを上記診断用基礎情報に含ませる構
成としている、通信ネットワークを用いた、ヘルスケア
機器による測定、診断システム。
【請求項６】請求項１～５のいずれかにおいて、
上記ヘルスケア機器は、電子カメラを更に備え、この電
子カメラで撮影した画像データを、上記診断用基礎情報*
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*に含ませる構成としている、通信ネットワークを用い
た、ヘルスケア機器による測定、診断システム。
【請求項７】請求項１～６のいずれかにおいて、
上記診断結果情報には、診断測定結果に対するカウンセ
リング情報が含まれることを特徴とする、通信ネットワ
ークを用いた、ヘルスケア機器による測定、診断システ
ム。
【請求項８】請求項１～７のいずれかにおいて、
上記ヘルスケア機器が、上記ヘルスケアサーバ通信装置
から、診断結果情報、カウンセリング情報を受けたとき
には、予め定められた料金が算出され、課金されるよう
にしていることを特徴とする、通信ネットワークを用い
た、ヘルスケア機器による測定、診断システム。
【請求項９】請求項１～８のいずれかにおいて、
上記ヘルスケアサーバ通信装置は、上記ヘルスケア機器
がアクセスして選択ページより選択した診断、測定項目
に対して、予め準備した操作ガイド情報を上記通信装置
に配信する構成にしている、通信ネットワークを用い
た、ヘルスケア機器による測定、診断システム。
【請求項１０】通信ネットワーク上に配設したヘルスケ
アサーバ通信装置から、アクセスして来た通信端末器に
予め測定、診断可能なメニュー選択情報を配信し、選択
された測定、診断項目に対して、少なくとも測定具の操
作方法を含んだ必要なガイド情報を配信して、測定具に
よってサンプリングされた診断観察情報と、顧客の識別
情報とを少なくとも含ませた診断用基礎情報を送信さ
せ、これを受信したヘルスケアサーバ通信装置では、そ
の診断用基礎情報に基づいて、必要な解析処理を行って
得た診断測定結果に必要なカウンセリング情報を付加し
て、診断結果情報として上記通信端末器に配信すること
を特徴とする、通信ネットワークを用いた、ヘルスケア
の診断、測定方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】皮膚、毛髪などの身体のあら
ゆる部分のヘルスケアについて、インターネットなどの
通信ネットワークを利用して、これらの測定、診断を行
うようにしたシステムと方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年の超音波プローブやマイクロスコー
プなどに代表されるセンサ技術の発展により、皮膚断
面、毛髪などの身体の一部を容易に測定できるようにな
っている。これらのセンサは、特に医療、ヘルスケア分
野において頻繁に利用されており、病院、美容クリニッ
ク等に、これらのセンサを接続した各種診断装置を設置
して、そこに訪れるユーザを測定、診断している。
【０００３】たとえば、皮膚の表面層の断層診断装置
は、超音波プローブなどのセンサ部、反射エコー検出
器、Ａ／Ｄ変換器、メモリ部、Ｄ／Ａ変換器、モニター
部などを含んで構成され、肌の粗密状態、表面層の厚
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み、保湿状態を測定し、画像情報としてモニターに出力
し、あるいは測定情報を解析してグラフに出力したりす
る機能を有している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】従来、これらの診断装
置で診断を受けようとする場合、ユーザは、装置を設置
しているクリニックに出向き、診断を受けなければなら
ない。ところが、皮膚用の診断装置は非常に高価であ
り、わが国では数台しか設置されていない。したがっ
て、一般のユーザは、容易に診断を受けることができな
い。
【０００５】本発明はこのような問題点を考慮してなさ
れたものであり、その目的は、一般ユーザが、家庭内等
で肌、毛髪、血圧などの身体の一部を測定し、この測定
情報から容易かつ短時間に診断結果を入手することがで
きる、通信ネットワークを用いた、ヘルスケア機器によ
る測定、診断システムを提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、請求項１に記載のヘルスケア機器による測定、診
断システムでは、測定具を備えたヘルスケア機器と、こ
のヘルスケア機器に接続された通信装置と、この通信装
置に通信ネットワークを介して接続されたヘルスケアサ
ーバ通信装置とを備え、次のような機能や特徴を有して
いる。
【０００７】ヘルスケアサーバ通信装置は、測定、診断
の可能な項目を掲載した選択ページを保存し、かつ、ヘ
ルスケア機器の測定具によって測定され、送信されて来
た診断観察情報を解析して、所望の診断結果情報を作成
する機能を備えている。
【０００８】ヘルスケア機器は、測定具によってサンプ
リングされた診断観察情報に、所定の識別情報を付加し
た診断用基礎情報をヘルスケアサーバ通信装置に送信す
る一方、ヘルスケアサーバ通信装置は、受信した診断用
基礎情報に含まれた観察情報を解析して、所望の診断結
果情報を、通信ネットワークを介して、上記ヘルスケア
機器に配信して表示させることを特徴としている。
【０００９】なお、ここで使用される測定具はヘルスケ
ア機器に一体的に組み込まれたものでも、接続されるよ
うにしたものであってもよいこのシステムを用いれば、
ユーザは、ヘルスケア機器と目的の測定具さえ入手すれ
ば、自宅にいながらにして容易かつ短時間に身体の健康
状態を知ることができ、診断を受けることができる。そ
のため、クリニックに出向く必要もない。
【００１０】請求項２では、ヘルスケア機器は、通信装
置を一体的に組み込んだ構成にしている。
【００１１】請求項３では、ヘルスケア機器には、環境
測定具が接続されており、この環境測定具によって、空
気、温度、湿度、気流、照度などの生活環境データを更
にサンプリングして、この生活環境データを診断用基礎
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情報に含ませる構成としている。
【００１２】その結果、ヘルスケアサーバ側では、ユー
ザの生活環境のあらゆるデータを考慮して、診断観察情
報を解析することができ、精度の高い測定、診断を実現
することができる。
【００１３】請求項４では、ヘルスケアサーバ通信装置
は、ヘルスケア機器が測定、診断選択ページから生活環
境データが含まれるべき測定、診断項目を選択したとき
には、通信装置に対して、環境測定具を操作して、空
気、温度、湿度、気流、照度などの生活環境データをサ
ンプリングするための操作ガイド情報を通信装置に配信
する構成としている。
【００１４】この操作ガイドによれば、ユーザがガイド
情報に従い環境測定具を移動させてデータをサンプリン
グすることができ、手順よく間違いのない測定をするこ
とができる。
【００１５】請求項５では、ヘルスケア機器には、摂取
物の物性データを測定する環境測定具が接続されてお
り、この物性用の環境測定具によって、摂取した食品の
カロリー、塩分、水分含有率などの物性データを診断用
基礎情報に含ませる構成としている。
【００１６】請求項６では、ヘルスケア機器は、電子カ
メラを更に備え、この電子カメラで撮影した画像データ
を、診断用基礎情報に含ませる構成としている。被診断
者や摂取する食べ物等について、その外観までも解析す
るためである。
【００１７】請求項７では、診断結果情報に、診断測定
結果に対するカウンセリング情報を含ませている。単な
る診断測定結果の提供に止まらず、ユーザに対するアフ
ターフォローを充実させるためである。
【００１８】請求項８では、ヘルスケア機器が、ヘルス
ケアサーバ通信装置から、診断結果情報、カウンセリン
グ情報を受けたときには、予め定められた料金が算出さ
れ、課金されるようにしている。ユーザは、実際に実施
した診断測定についてのみ課金されるので、費用につい
て安心感を得ることができる。
【００１９】請求項９では、ヘルスケアサーバ通信装置
は、ヘルスケア機器がアクセスして選択ページより選択
した診断、測定項目に対して、予め準備した操作ガイド
情報を上記通信装置に配信する構成にしている。診断測
定についての全般的な操作ガイドを提供することで、ユ
ーザは測定具の操作マニュアルを備える必要がなくな
る。
【００２０】請求項１０に記載の通信ネットワークを用
いた、ヘルスケアの診断、測定方法では、通信ネットワ
ーク上に配設したヘルスケアサーバ通信装置から、アク
セスして来た通信端末器に予め測定、診断可能なメニュ
ー選択情報を配信し、選択された測定、診断項目に対し
て、少なくとも測定具の操作方法を含んだ必要なガイド
情報を配信して、測定具によってサンプリングされた診
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断観察情報と、顧客の識別情報とを少なくとも含ませた
診断用基礎情報を送信させ、これを受信したヘルスケア
サーバ通信装置では、その診断用基礎情報に基づいて、
必要な解析処理を行って得た診断測定結果に必要なカウ
ンセリング情報を付加して、診断結果情報として通信端
末器に配信する。
【００２１】
【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態を図
面とともに説明する。
【００２２】図１は、インターネットを用いた、ヘルス
ケア機器による測定、診断システム構成の一例を示す図
である。
【００２３】本システム２０は、ユーザの通信装置２ａ
から送信された診断用基礎情報１１を解析して診断結果
情報１２をユーザに配信するヘルスケアサーバ通信装置
１と、ユーザの家庭内などに設置された通信装置２ａ付
きヘルスケア機器２とを含んでおり、これらの機器１、
２がインターネットＬ等の通信ネットワークを介して接
続可能な状態で構成されている。
【００２４】また、ヘルスケア機器２には、肌の断層診
断用の超音波プローブ、肌表面を撮影するマイクロスコ
ープ、血圧計、弾力計、心拍センサ、血糖計、肩こりセ
ンサなどの測定具３と、熱電対等で構成された温度計、
抵抗測定部で主に構成される湿度計、微細抵抗線からな
る気流計、照度計、ｐｈセンサ、糖分計などの環境測定
具４と、電子カメラ５と、キーボード付きモニター装置
を有する端末器６と、プリンタ装置７とが接続されてい
る。
【００２５】ここでは、測定具３がヘルスケア機器２に
接続された例を示しているが、ヘルスケア機器２本体に
一体的に組み込まれていてもよい。また、測定具３を一
体的に組み込んだヘルスケア機器２に、さらに他の測定
具３を接続した構成としてもよい。
【００２６】測定具４は、上記のすべてのセンサが接続
されている必要はなく、ユーザの目的に適ったセンサが
備わっていればよいし、必要としなければ接続されてい
なくてもよい。また、ヘルスケア機器２に組み込まれた
ものでもよい。
【００２７】ヘルスケア機器２は、測定具３、４のセン
サからの観察情報を取り込むための入力手段と、入力し
た観察情報やプログラムを保存する記憶媒体と、ブラウ
ザなどのソフトウェアを制御するＣＰＵとを備えてい
る。すなわち、ヘルスケア機器２は、いわゆるパソコン
が有する一般的機能を備えている。
【００２８】測定具３のセンサにより、表皮、真皮、筋
肉、脂肪のそれぞれの厚みや、組織の密度、水分含有
率、肌の硬さなどを測定する。また、身体の物理的な部
分を測定できるセンサに限らず、ストレス度、覚醒（眠
り）度、リラックス度を検出できるものを接続してもよ
い。
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【００２９】また、環境測定具４では、空気、温度、湿
度、気流、照度などの生活環境データをサンプリングし
ている。さらに、ｐｈセンサ、糖分計、塩分計などの物
性用の環境測定具４によって、ユーザの摂取物の物性デ
ータもサンプリングすることができる。
【００３０】なお、この実施例では、通信装置２ａがヘ
ルスケア機器２に組み込まれているが、これに限定され
ず、別体にしてもよい。また、通信装置２ａは、携帯端
末器やモバイル端末器であってもよい。
【００３１】図２は、本システム２０における情報の流
れの一例を示すフローチャートである。本図により、シ
ステム２０の基本的な動作、操作の流れを説明する。
【００３２】（１）ユーザは、端末器６で、ヘルスケア
機器２に送られる選択ページ１３をオープンし、診断測
定項目を選択して、ヘルスケアサーバ１に通知する。
（２）ヘルスケアサーバ１は、ユーザが選択した診断測
定を行うために、ヘルスケア機器２を稼働するための専
用のプログラム１４と、その操作ガイド情報１４ａとを
通信装置２ａに配信し、（３）ヘルスケア機器２は、配
信されたプログラム１４と操作ガイド情報１４ａをダウ
ンロードする。
【００３３】次いで、（４）ユーザは、ダウンロードし
たプログラム１４を稼働させ、操作ガイド情報１４ａに
よるガイドメッセージに従って、測定具３のセンサや環
境測定具４のセンサを作動させ、肌の表層面、温度や照
度などを測定する。（５）測定具３、４で診断観察情報
１１ａをサンプリングして、（６）さらにユーザの必要
な識別情報を加えて、診断用基礎情報１１としてヘルス
ケアサーバ１に送信する。（７）ヘルスケアサーバ１で
は、この診断用基礎情報１１に含まれる診断観察情報１
１ａを解析する。
【００３４】一方、（８）ユーザは、診断結果が送られ
てくるまでの間に、選択した測定、診断項目に応じたヘ
ルスケアについての一般情報１５を、ヘルスケアサーバ
１からヘルスケア機器２にダウンロードして表示させる
こともできる。
【００３５】（９）ヘルスケアサーバ１は、情報解析が
終了すれば、診断結果情報１２としてヘルスケア機器２
に配信する。（１０）ユーザは、この診断結果情報１２
を端末器６の画面に表示させたり、プリンタ装置７から
出力させたりして、自分の健康状態を知ることができ、
さらに適切なアドバイス、カウンセリングを受けること
もできる。なお、図２の①、②・・・は、上記（１）、
（２）・・・に対応する。
【００３６】以上のように、ユーザは、測定を受けたい
測定具３を含むヘルスケア機器２さえ購入またはレンタ
ルすれば、自宅にいながらにして容易かつ短時間に身体
の健康状態を知ることができ、診断を受けることができ
る。そのため、クリニックに出向く必要もない。
【００３７】また、目的とする測定に関するプログラム
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7
だけを選択してダウンロードできるので、そのプログラ
ムについてのみ費用を支払えばよい。
【００３８】なお、上記（５）の診断観察情報１１ａに
は、（ａ）表皮、真皮、筋肉、脂肪のそれぞれの厚み、
（ｂ）皮膚組織の密度、水分含有率、肌の硬さ、（ｃ）
肌表面の電気伝導度、（ｄ）肌表面の画像、（ｅ）毛髪
の水分率、（ｆ）肩こりやその他のこり、（ｇ）血圧
値、血糖値、心拍数、（ｈ）ストレス度、覚醒度、リラ
ックス度、（ｉ）埃、温度、気流、照度などの生活環境
データ、（ｊ）水、食べ物などの摂取物の物性データ、
などを含んでいる。
【００３９】図３は、ヘルスケアサーバ１からヘルスケ
ア機器２に配信される選択ページ１３の構成を階層的に
表わした図である。
【００４０】図のように本実施例では、選択ページ１３
は、ヘルスケアメニュー画面１３と、その下位層の複数
の画面１３ａ、１３ｂ、１３ｃ、・・・とを含んで構成
されているが、この構成に限定されるものではなく、階
層的でなくてもよいし、１種類の画面であってもよい。
【００４１】ヘルスケアメニュー画面１３では、肌診断
システムや毛髪診断システムなどのように、区分して表
示されており、ユーザがいずれかを選択して、該当の診
断を受けることができるようになっている。
【００４２】ユーザが、たとえば肌診断システムを選択
すると、肌診断メニュー画面１３ａが表示され、そこで
診断の簡単な説明を受け、画面操作により、測定具３、
４、５を作動させるためのプログラム１４と操作ガイド
情報１４ａをダウンロードすることができる。
【００４３】また、この画面１３ａからは、診断用基礎
情報入力画面１３ｂ、診断結果情報参照画面１３ｃ、料
金案内画面１３ｄなどにリンクすることができる。
【００４４】診断用基礎情報入力画面１３ｂでは、ユー
ザ本人を特定する識別情報および、氏名、年齢、性別、
身長、体重、血液型、個人・家族の病歴などの情報や、
測定具４により環境測定する部屋の間取り、窓の位置、
ベッドのレイアウト、相談事項などの情報を入力するこ
とができ、これらの情報に、測定具３、４、５によって
サンプリングされた診断観察情報１１ａを加えて、ヘル
スケアサーバ１に送信操作できるようになっている。
【００４５】診断結果情報参照画面１３ｃでは、診断項
目、グラフ等による解析情報、画像情報、診断士のコメ
ントなどが表示される。具体的には、肌年齢、肌の水々
しさ、肌のむくみ、きめの細かさ、しみの有無、肌の乾
燥度、油度、しわの深さ、肌の弾力性、ダイエットの状
態、アトピーの状態について分析し、標準的なものと比
較して、適切なケア方法が教示される。診断結果情報参
照画面１３ｃの一例については、図４で後述する。
【００４６】なお、診断結果情報１２は画面表示だけで
はなく、プリンタ装置から印字出力させることもでき
る。
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【００４７】また、料金案内画面１３ｄでは、測定具種
類毎のプログラムのダウンロードの料金案内はもちろ
ん、たとえば当該ユーザがその月に利用したシステムの
課金状況を、項目別と合計の両方で表示することができ
る。なお、支払済み／未払い毎に累計した料金を表示さ
せてもよい。
【００４８】図４は、ヘルスケアサーバ１が診断用基礎
情報１１に基づいて解析した診断結果情報１２の表示画
面１３ｃの一例を示す図である。
【００４９】図に示すように、画面上には、ユーザの肌
断面写真と、ユーザと同性別、同年齢の標準的な肌断面
写真とが並べて表示され、同時に、診断結果の解説、肌
のお手入れ方法も表示される。さらに、お勧めの化粧品
等の紹介、注文もでき、その化粧品等のメーカーへのリ
ンクもできる。
【００５０】また、診断用基礎情報入力画面１３ｂから
入力された相談事項に対するカウンセリングも行えるよ
うにしている。
【００５１】
【発明の効果】以上の説明からも理解できるように、請
求項１～９に記載の通信ネットワークを用いた、ヘルス
ケア機器による測定、診断システム、または請求項１０
に記載の通信ネットワークを用いた、ヘルスケア機器に
よる測定、診断方法によれば、ユーザは、ヘルスケア機
器と目的の測定具さえ入手すれば、自宅にいながらにし
て容易かつ短時間に身体の健康状態を知ることができ、
診断を受けることができる。そのため、わざわざクリニ
ックに出向く必要もない。
【００５２】また、ヘルスケア機器を既にあるパソコン
で代用する場合は、必要な測定具さえ入手すればよい。
診断を必要とするときのみ測定具をレンタルするように
すれば、設置場所や費用の不安も解消される。
【００５３】請求項２に記載のシステムによれば、通信
装置がヘルスケア機器に組み込まれているため、自宅内
で場所を変えながら診断測定を実施することができる。
【００５４】請求項３に記載のシステムによれば、ヘル
スケアサーバに生活環境データも送信しているため、ヘ
ルスケアサーバ側では、ユーザの生活環境のあらゆるデ
ータを考慮して、診断観察情報を解析することができ、
精度の高い測定、診断を実現することができる。
【００５５】請求項４に記載のシステムによれば、ヘル
スケアサーバ通信装置が、ユーザが生活環境データをサ
ンプリングするための操作ガイドを提供しているので、
ユーザがガイド表示に従い環境測定具を移動させてデー
タをサンプリングすることができ、手順よく間違いのな
い測定ができる。
【００５６】請求項５に記載のシステムによれば、摂取
物の物性データを測定する測定具によって、ユーザが摂
取した食品のカロリー、塩分、水分含有率などの物性デ
ータを送信して、ヘルスケアサーバでは、この物性デー
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タを含めた観察情報を解析するので、総合的で、より精
度の高い測定、診断が期待できる。
【００５７】請求項６に記載のシステムによれば、電子
カメラによる画像データをヘルスケアサーバに送信して
いるので、ヘルスケアサーバ側の診断士は、被診断者、
食べ物、室内の様子などを視覚的に捉えることができ、
診断の材料とすることができる。
【００５８】請求項７に記載のシステムによれば、診断
士から、最適な手入れ方法、最適なケア剤、器具の斡旋
などについて指示を受けることができる。また、ケア剤
や器具などの広告を同時に提供すれば、ヘルスケアサー
バ側と契約した販売業者は、これらの商品の販売促進を
容易に行うことができる。
【００５９】請求項８に記載のシステムによれば、予め
定められた料金が診断結果とともに算出されるので、ユ
ーザは目的の診断についてのみ費用を支払えばよく、無
駄な支払をする必要がない。また、診断の都度、ヘルス
ケア機器側で費用の明細と累計が表示されるように、ヘ
ルスケアサーバから課金情報をユーザに配信するように
すれば、ユーザに費用に関する安心感を与えることもで
きる。
【００６０】請求項９に記載のシステムによれば、ヘル
スケアサーバは予め準備した操作ガイド情報をヘルスケ
ア機器に送信し、診断測定についての全般的な操作ガイ
ドを提供しているので、ユーザは、測定具の操作マニュ
アルを備える必要がなく、安全で確実な操作をすること*
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*ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の、通信ネットワークを用いた、ヘルス
ケア機器による測定、診断システム構成の一例を示す図
である。
【図２】本発明のシステムにおける情報の流れの一例を
示すフローチャートである。
【図３】ヘルスケアサーバが提供するホームページ（ヘ
ルスケアメニュー画面）とその他の画面を階層的に表わ
した図である。
【図４】ヘルスケアサーバが診断用基礎情報に基づいて
解析した診断結果の表示画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
２０      通信ネットワーク利用のヘルスケア機器によ
る測定、診断システム
１        ヘルスケアサーバ
２        ヘルスケア機器
２ａ      通信装置
３        超音波プローブ、血圧計などの身体用測定具
４        温度計、湿度計などの環境測定具
５        電子カメラ
６        パソコン
７        プリンタ装置
１１      診断用基礎情報
１２      診断結果情報
Ｌ        通信ネットワーク

【図２】
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